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建設工事における社会保険等未加入者対策について 

 

原村住民財務課  

 

原村が発注する建設工事における社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保

険）の未加入対策については、次のとおりとします。 

 

平成 29・30年度の入札参加資格審査から、社会保険等未加入者（適用除外者を除

く）には入札参加資格を付与しておりません。 

 

ついては、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』で社会保険等への加入

または適用除外であることを確認できない場合、下記の書類①または②の提出をお願

いします。 

 

① 社会保険等加入を証する書類の写し      

健康保険・厚生年金保険 

・領収証書 

・社会保険料納入証明（申請）書 

・資格取得確認および標準報酬決定通知書 

   雇用保険 

     ・領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書 

・雇用保険被保険者資格取得等通知書 

 

② 加入義務がないことの届出書 

別紙『雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの届出書』 

 

 

※社会保険等の加入手続きには日数を要しますので、未加入者（適用除外者を除く。）

に該当する場合は、早めに加入手続きを行ってください。 


